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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和2年5月7日(2020.5.7)

【公開番号】特開2018-41743(P2018-41743A)
【公開日】平成30年3月15日(2018.3.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-010
【出願番号】特願2017-216578(P2017-216578)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ    3/10     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月24日(2020.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発原料から所定の有機合成反応を経て反応生成物を得る反応生成物の製法であって、
（ａ）前記出発原料の赤外吸収スペクトルにおいて前記有機合成反応に関与する反応部位
のピーク波長を目的波長に設定する工程と、
（ｂ）前記目的波長にピークを持つ赤外線を放射する板状の赤外線ヒーターを準備する工
程と、
（ｃ）前記目的波長にピークを持つ赤外線を前記赤外線ヒーターから前記出発原料に照射
しながら前記有機合成反応を進行させることにより前記反応生成物を得る工程と、
　を含む反応生成物の製法。
【請求項２】
　前記板状の赤外線ヒーターは、前記誘電体層上に同じ形状で同じサイズの金属電極が互
いに等間隔に配設された構造体を備え、前記金属電極の幅に応じて放射する赤外線のピー
ク波長が変化する、
　請求項１に記載の反応生成物の製法。
【請求項３】
　前記目的波長は、波長２．５μｍ以上２５μｍ以下の範囲で設定される、
　請求項１又は２に記載の反応生成物の製法。
【請求項４】
　前記目的波長は、前記出発原料の前記反応部位の伸縮振動に関わるピーク波長に設定さ
れる、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の反応生成物の製法。
【請求項５】
　前記赤外線ヒーターから照射される赤外線が持つ前記ピークの半値幅は、１．５μｍ以
下である、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の反応生成物の製法。
【請求項６】
　出発原料から所定の有機合成反応を経て反応生成物を得る反応生成物の製法であって、
（ａ）前記出発原料の赤外吸収スペクトルにおいて前記有機合成反応に関与する反応部位
のピーク波長を目的波長に設定する工程と、
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（ｂ）前記目的波長にピークを持つ赤外線を赤外線ヒーターから前記出発原料に照射しな
がら前記有機合成反応を進行させることにより前記反応生成物を得る工程と、
　を含み、
　前記目的波長は、波長２．５μｍ以上２５μｍ以下の範囲で設定され、
　前記赤外線ヒーターから照射される赤外線が持つ前記ピークの半値幅は、１．５μｍ以
下である、
　反応生成物の製法。
【請求項７】
　前記赤外線ヒーターは、外から内に向かって金属パターンと誘電体層と金属基板とがこ
の順に積層された構造体から前記目的波長にピークを持つ赤外線を放射する、
　請求項６に記載の反応生成物の製法。
【請求項８】
　前記金属パターンは、前記誘電体層上に同じ形状で同じサイズの金属電極が互いに等間
隔に配設されたものであり、
　前記赤外線ヒーターは、前記金属電極の幅に応じて放射する赤外線のピーク波長が変化
する、
　請求項７に記載の反応生成物の製法。
【請求項９】
　前記目的波長は、前記出発原料の前記反応部位の伸縮振動に関わるピーク波長に設定さ
れる、
　請求項６～８のいずれか１項に記載の反応生成物の製法。
【請求項１０】
　前記赤外線ヒーターは、板状である、
　請求項６～９のいずれか１項に記載の反応生成物の製法。
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